
○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

イ

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以

者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
、
第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第

下
こ
の
号
、
第
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
四
十
七
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
百
九
十

一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
百
九
十

九
条
第
二
号
、
第
二
百
一
条
第
九
号
、
第
二
百
二
条
第
八
号
、
第
二
百
八

九
条
第
二
号
、
第
二
百
一
条
第
九
号
、
第
二
百
二
条
第
八
号
、
第
二
百
八

条
の
二
十
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
二
百
八
条
の
二
十
二
第
二
号
ハ

条
の
二
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
二
百
八
条
の
二
十
二
第
二
号
ハ

、
第
二
百
八
条
の
三
十
一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第

、
第
二
百
八
条
の
三
十
一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第

二
百
八
条
の
三
十
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の
四

二
百
八
条
の
三
十
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の
四

に
規
定
す
る
使
用
人
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
第
一

に
規
定
す
る
使
用
人
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
一
条
第
一

項
第
四
号
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
第
四
号
を
除
き
、
以
下
「
重
要
な
使

項
第
四
号
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
第
四
号
を
除
き
、
以
下
「
重
要
な
使

用
人
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

用
人
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

1



ハ

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
及
び
重
要
な

（
新
設
）

使
用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に

記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
及
び
重
要
な

使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

三

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

登
録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
登
録
申
請

（
新
設
）

者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
登

録
申
請
者
及
び
重
要
な
使
用
人
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

2



る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
個
人

イ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
（
個
人
で
あ
る

で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

と
き
は
、
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ロ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し

た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
イ
に

掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

ハ

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書

類

類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
指
定
親
会
社
に
よ
る
書
類
の
添
付
書
類
）

（
指
定
親
会
社
に
よ
る
書
類
の
添
付
書
類
）

第
二
百
八
条
の
二
十

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は

第
二
百
八
条
の
二
十

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
五
十
七
条
の

（
新
設
）

十
三
第
一
項
の
書
類
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が

当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前

の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
七

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
百
八
条
の
二
十
二

法
第
五
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
指

第
二
百
八
条
の
二
十
二

法
第
五
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
指

定
親
会
社
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届

定
親
会
社
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届

出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書

の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

二

法
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

4



・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
二
十
一
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
二
十
一
条

法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
等
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

八
～
十

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
二
十
二
条

法
第
六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引

第
二
百
二
十
二
条

法
第
六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
取
引

所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

所
取
引
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に

5



提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

七

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
八
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て

、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

6



（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
三
十
二
条
の
五

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
百
三
十
二
条
の
五

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

六
十
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

役
員
等
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
等
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
条

（
新
設
）

の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
申
請

書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
等
の
婚

姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

八
～
十
四

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
許
可
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
三
十
二
条
の
七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
百
三
十
二
条
の
七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
電
子
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

六
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
電
子
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
等
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し

引
等
許
可
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し

た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

三

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一
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項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ

（
新
設
）

り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

七

法
第
六
十
条
の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
の
二
第
一

項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
国
内
に
お
け
る
代
表
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
よ

（
新
設
）

り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お

い
て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な

い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
六
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
六
十
条

法
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
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定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る

書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

二

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
登

（
新
設
）

録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す

る
書
面

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成

（
新
設
）

し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当

該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

三

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

二

法
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り

（
新
設
）

作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い

て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
百
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
百
条

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

二

役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と

問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と

同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
、
第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

号
、
第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
書
面

次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
、
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六

（
新
設
）

条
の
二
十
八
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に

掲
げ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

三

登
録
申
請
者
（
外
国
法
人
に
限
る
。
）
の
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一

三

登
録
申
請
者
（
外
国
法
人
に
限
る
。
）
の
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一

項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る

者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項

（
新
設
）

の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

四

法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て
格
付
ア

四

法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て
格
付
ア

ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
及
び
監
督
委
員
会
の
委
員
に
関
す

ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
及
び
監
督
委
員
会
の
委
員
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項

（
新
設
）

の
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該

婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を

証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
三
百
四
条

法
第
六
十
六
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
信

第
三
百
四
条

法
第
六
十
六
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
信

用
格
付
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た

用
格
付
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た

届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載

届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載

し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更

二

法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更

が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

・

（
略
）

・

（
略
）

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り

（
新
設
）

作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
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て
、

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

・

（
略
）

・

（
略
）

三

第
二
百
九
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

三

第
二
百
九
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代

新
た
に
法
第
六
十
六
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
代

表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ

表
者
又
は
第
二
百
九
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ

る
書
類

る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

第
二
百
九
十
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

六

第
二
百
九
十
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て

新
た
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
、
信
用
格
付
の
付
与
に
係
る
過
程
に
お
い
て

格
付
ア
ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
又
は
監
督
委
員
会
の
委
員

格
付
ア
ナ
リ
ス
ト
を
監
督
す
る
責
任
を
有
す
る
者
又
は
監
督
委
員
会
の
委
員

と
な
っ
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

と
な
っ
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

婚
姻
前
の
氏
名
を
、
氏
名
に
併
せ
て
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
に
よ
り
作

（
新
設
）

成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
面
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面
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改正案 現行 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「３ 氏名」欄に（ ）書きで

併せて記載することができる。 

 

（略） 

  

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                            

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

  

（第５面） 

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使

用人の氏名） 

（表略）                           

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

 

（第６面） 

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の

氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

（以下略） 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 

⑴～⑶ （略） 

（新設） 

 

 

（略） 

  

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                            

（新設） 

  

 

 

（第５面） 

（別添３：金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使

用人の氏名） 

（表略）                           

（新設） 

 

 

 

（第６面） 

（別添４：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の

氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

   

（第５面）  

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する

使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

 

（第10面） 

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及

び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

 

（以下略） 

 

 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

  

 （第５面）  

（別添３：会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

 （第９面） 

（別添６：登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する

使用人及びその者の権限を代行し得る地位にある使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

  

 

 

（第10面） 

（別添７：投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人及

び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第十八号（第二百十八条、第二百二十二条関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

 （第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

１ 役員には取引所取引店の所在する国における代表者を含む。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書

きで併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添７：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「国内における代表者の氏名」欄

に（ ）書きで併せて記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第十八号（第二百十八条、第二百二十二条関係） 

 （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

 （第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

役員には取引所取引店の所在する国における代表者を含む。 

 

 

 

（略） 

 

（第９面） 

（別添７：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（新設） 
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改正案 現行 

別紙様式第十九号の二（第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

１ 役員には電子店頭デリバティブ取引等店の所在する国における代表者を含む。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書

きで併せて記載することができる。 

 

（略） 

 

（第８面） 

（別添６：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（注意事項） 

   婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「国内における代表者の氏名」欄

に（ ）書きで併せて記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第十九号の二（第二百三十二条の二、第二百三十二条の七関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

 

（第４面） 

（別添２：役員の役職名及び氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

役員には電子店頭デリバティブ取引等店の所在する国における代表者を含む。 

 

 

 

（略） 

 

（第８面） 

（別添６：国内における代表者の氏名及び国内の住所） 

（表略） 

（新設） 
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改正案 現行 

別紙様式第二十号（第二百三十六条、第二百三十九条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

（注意事項） 

１ 「１ 個人 ２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

２ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せ

て記載することができる。 

 

 （第２面） 

（別添１：役員の氏名又は名称） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

 

  （第３面） 

（別添２：適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を

統括する使用人及び第 237条第１項に規定する使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

 

  （第４面） 

（別添３：適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する使用人及び第 237 条

第２項に規定する使用人の氏名） 

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名」欄に（ ）書きで併せて

記載することができる。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第二十号（第二百三十六条、第二百三十九条関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

（注意事項） 

「１ 個人 ２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

 

  

 

（第２面） 

（別添１：役員の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

  （第３面） 

（別添２：適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を

統括する使用人及び第 237条第１項に規定する使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

  （第４面） 

（別添３：適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する使用人及び第 237 条

第２項に規定する使用人の氏名） 

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改正案 現行 

別紙様式第二十四号（第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」、「３ 氏名」、「４ 役員の氏名」 

イ～ハ （略） 

ニ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「３ 氏名」欄に（ ）書きで併

せて記載することができる。 

ホ 申請者が個人である場合は、「４ 役員の氏名」への記載は省略すること。 

４～６ （略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名又は名称）          

（表略） 

（注意事項） 

婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（ ）書き

で併せて記載することができる。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第二十四号（第二百五十七条、第二百六十三条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１・２ （略） 

３ 「２ 商号又は名称」、「３ 氏名」、「４ 役員の氏名」 

イ～ハ （略） 

 （新設） 

 

ニ 申請者が個人である場合は、「４ 役員の氏名」への記載は省略すること。 

４～６ （略） 

 

  （第３面） 

（別添１：役員の氏名又は名称）          

（表略） 

（新設） 

 

 

 

（以下略） 
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改  正  案 現     行 
別紙様式第二十七号（第二百九十六条、第三百四条関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ 「１ 法人格の有無」欄は、法人格がある場合にはその根拠規定を併せて記載すること。 

３ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「６ 登録申請者（外国法人に限る。）の法第

66条の28第１項に規定する国内における代表者又は第297条に規定する者の氏名」、「10 法令等遵守責

任者の氏名」、「11 信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の

氏名」及び「12 監督委員会の委員の氏名」の欄に内書（括弧書）で併せて記載することができる。 

４ 「12 監督委員会の委員の氏名」の欄は、委員が独立委員である場合には、独立委員である旨を内書

（括弧書）で併せて記載すること。 

（第３面） 

（別添１：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称） 

（表略）                           

（注意事項） 

  婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に内書（括弧書）で併せて記載

することができる。 

（以下略） 

別紙様式第二十七号（第二百九十六条、第三百四条関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

（第２面） 

（表略） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ 「法人格の有無」欄は、法人格がある場合にはその根拠規定を併せて記載すること。 

（新設） 

 

 

 

３ 「監督委員会の委員の氏名」の欄は、委員が独立委員である場合には、独立委員である旨を内書（括

弧書）で併せて記載すること。 

（第３面） 

（別添１：役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含み、法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人を含む。）の氏名又は名称） 

（表略） 

（新設） 

 

 

（以下略） 
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